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水・大気環境国際協力推進室

相澤 寛史
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コベネフィットの背景

Åコベネフィット・アプローチの概念
Å国際会合等におけるコベネフィットアプローチの位置づけ
Å気候変動が主要な議題となる主な外交日程
Å温暖化交渉でのコベネフィット論点

国家の開発ニーズ

環境改善ニーズ

地球環境問題

気候変動対策
コベネフィット

想定されるコベネフィット・アプローチの対象分野

コベネフィット・アプローチとは、温暖化対策を実施し、同時に開発途上国の開発のニー
ズ・環境汚染対策を実現することのできる取組を指す。特に、開発途上国のニーズが高
い環境汚染対策の推進は、気候変動対策にも寄与する可能性が高い。

コベネフィット対象分野 対策活動 環境改善便益 温暖化対策便益

大気汚染

燃焼の改善
大気汚染物質（SOx, 
NOx、煤塵）の減少

CO2排出削減燃料転換

交通対策

水質汚濁
河川のヘドロ等からのメ

タン発生防止
水質改善、悪臭防止

CH4（メタン）排出削減

廃棄物
適切な生ゴミ埋立 廃棄物の適正処理

バイオマス廃棄物活用 廃棄物の減量

コベネフィット・アプローチとは
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温暖化交渉でのコベネフィット論点

AWG-KP

ÅコベネフィットのあるCDM／JIの優先的扱いを議論

Å具体的には、コベネフィットの種類、優先取扱方法などについて議論

AWG-LCA

ÅNAMA(Internationally Appropriate Mitigation Action)の取扱（登録制 等）

ÅNAMAにおけるコベネフィットの取扱

ÅMRV(Measurable, Reportable and Verifiable)

Å日本サブミッションでは、技術移転におけるコベネフィット技術の重要性も指摘

AWG-KP : 京都議定書特別作業部会（Ad Hoc Working Group on Further Commitments 

for Annex I Parties under the Kyoto Protocol ）
AWG-LCA: 長期的協力特別作業部会（Ad Hoc Working Group on Long-term 

Cooperative Action under the Convention）

日本の協力
Å二国間協力

i. 日中コベネフィット・モデル事業
ii. 日尼コベネフィット・モデル事業

Å民間事業者による取組促進
i. コベネフィットCDMモデル事業

Å支援ツール
i. 技術カタログ
ii. 評価マニュアル
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①パンジホア鋼鉄におけるコベネフィット・プロジェクト
②環境汚染物質削減計画に係るコベネフィットの視点

からの評価研究
③パンジホア市におけるキャパシティ・ビルディング事業

ʴȱɗɋɓȡɁɆɵɠɅɩ˗
○喫緊の国内課題である環境改善と温暖化対策の双方を同時に実現する「コ

ベネフィット・アプローチ」は、中国においても重要な政策オプション。

○日中両環境大臣間での「日本国環境省及び中華人民共和国国家環境保護
総局によるコベネフィット研究とモデル事業の協力実施に関する意向書（平成
19年12月）」に基づき実施。

【パンジホア市】

コベネフィット研究及びモデル事業の協力実施

Ɽfi☺ⱱ▪

・局長級のワーキングチームを設立
・一都市を対象に、具体的なモデル事業を実施

【意向書の概要】

【現状】

両国の協議の結果、四川省パンジホア市を対
象とすることとし、下記３つの研究・事業の実施
について検討中

ᾫȱɗɋɓȡɁɆɵɠɅɩ˗
○喫緊の国内課題である環境改善と温暖化対策の双方を同時に実現する「コ

ベネフィット・アプローチ」は、インドネシアにおいても重要な政策オプション。

○日尼両環境大臣間での「日本国環境省とインドネシア共和国環境省による、
コベネフィット・アプローチを通じた環境保全協力に関する共同声明（平成19
年12月）」に基づき実施。

コベネフィット研究及びモデル事業の協力実施

・局長級のワーキングチームを設立
・二都市を対象に、具体的なモデル事業を実施

【意向書の概要】

【現状】

【バンジャルマシン市、パレンバン市】

両 国 の 協 議 の 結 果 、バ ン
ジャルマシン市の最終処分
場・パレンバン市の屠殺場を
対象とすることとした。

CDMプロジェクトとしての案件

形成可能性の調査等、今後
はより専門的な知見から調査
を行っていく予定。
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環 境 省

国内プロジェクト事業者

ホスト国
プロジェクト事業者

国連CDM理事会
ホスト国指定国家機関

クレジット移転契約
（50～100％）

初期投資の1/2補助

初期投資
技術提供支援

クレジット移転
管理契約

クレジット

クレジット

クレジット

発行

■目的・意義

大気汚染、水質汚濁等の環境問題が顕在化しつつある発展途上国において、環境技術
を活かしたコベネフィットＣＤＭモデル事業を実施し、コベネフィットＣＤＭ事業の推進を図る

■事業内容

発生するクレジットの５０％～１００％を国に無償移転することを条件に、コベネフィットを
実現するＣＤＭモデルプロジェクトの初期投資の１／２を補助する。

環境省 民間団体

１/２ １/２

総事業費

■補助内容

１．助対象者：民間団体

２．補助対象事業：温室効果
ガス削減と公害対策に資
するコベネフィットＣＤＭモ
デル事業

３．負担割合：初期投資費用
の１／２

プロジェクト設計書の承認

◖ⱬⱠⱨ▫♇♩CDM⸗♦ꜟ

【マレーシア】マレーシア国における閉鎖処分場の温室効果ガス排出削減に伴う環境改善計画

温暖化対策
温室効果ガスの排出削減

環境汚染対策
廃棄物処理場の安定化・安全閉鎖

浸出水の水質改善
悪臭改善

温暖化対策
温室効果ガスの排出削減

環境汚染対策
排水の水質改善

悪臭改善
（嫌気性オープンラグーンの削減）

工場敷地内に広がる
嫌気性オープンラグーン

近隣住民等への説明会

現地調査事業対象の廃棄物処分場

本事業は、嫌気性状態である廃棄物処分場を準好気性に改
善することで、廃棄物処分場から排出される温室効果ガスを
削減するとともに、廃棄物処分場の安定化、浸出水の水質改
善及び悪臭防止等の環境汚染対策を図るものです。

【タイ】エタノール工場排水からの発電用バイオガス事業（第１期）

本事業は、嫌気性オープンラグーンで処理されているエタノー
ル工場の排水を、嫌気性発酵槽を導入して処理することによ
り、排水の水質改善及び悪臭改善の環境汚染対策を図るとと
もに、温室効果ガスの大気放出を抑制し、発電した電力を地
方配電会社に供給することによって化石燃料使用量の削減を
同時に行おうとするものです。

平成20年度コベネフィットCDMモデル事業
平成20年度は以下２件の事業を採択。いずれも環境汚染問題が緊急課題であるアジア各国のニーズに対応し
たCDM事業に取り組むものであり、その取組はコベネフィット型対策のモデルともなるもの
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途上国行政官がコベネフィット型対策を求める際に
一目で分かるような技術マップの作成

分野

大気汚染対策

廃棄物処理

水質汚濁対策

プロジェクト活動

製鉄所での省エネ

火力発電所の修繕

利用可能な技術（例）

製紙業での黒液処理

下水汚泥からの
メタン回収

有機廃棄物の
混合コンポスト化

3R型管理手法

石炭ガス回収技術

コンバインドタービンへの転換

黒液回収技術

下水汚泥からの
高効率メタン回収

分離手法・分離機械の導入

マスタープランの下での
包括的な廃棄物減量手法

技術カタログの作成

英語： http://www.kyomecha.org/cobene/e/tools.html

Å具体的な温暖化対策プロジェクトが環境汚染対策の視点から
どの程度副次的な便益（コベネフィット）を有するかを「定量的
に評価する手法」を確立する必要から、コベネフィット評価マ
ニュアルを作成（第1.0版、コベネフィットCDM等に活用）。

ÅMRV（測定・報告・検証可能）

Å評価手法としての３つのTier
ïTier1: 定量的な評価は困難であるため、半定性的な評価基準を設定し

て評価を実施する

ïTier2: 入手困難なデータについて、予めデフォルト値を設定しておき、
デフォルト値に基づいて定量的な評価を実施する

ïTier3: 算定式と詳細なデータを用いて定量的な評価を実施する

üマニュアルではTier2もしくはTier3の手法を特に詳細に記
載

コベネフィット評価マニュアル

日本語： http://www.kyomecha.org/cobene/tools.html
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今後の展望

コベネフィット・アプローチ今後の方向性
Åアジアを中心とした具体的な取り組みの推進
V日中によるモデル事業等により得られた経験・技術をアジア各国に提供

Vアジア各国における具体的なプロジェクトのさらなる発掘、実施

Åコベネフィットのスケールアップ
V今まではアジア太平洋温暖化セミナー（APセミナー）等を活用して情報の共有

V今後はコベネフィットに焦点を当てた情報をタイムリーに共有する場（プラット
フォーム）づくり

Å コベネフィット技術

Vコベネフィット技術マップ・カタログの作成

Vコベネフィット技術の研究開発（R&D）

Å評価手法の充実、コンセプトの拡大
V評価ツール(MRV 測定・報告・検証可能性の確保)

V環境汚染対策（政策・計画レベル）の評価

V概念拡大（自然破壊、衛生問題、貧困問題etc）

Å温暖化国際交渉へのインプット
V温暖化国際交渉における次期枠組の議論へのインプット

＊AWG-KP ＝京都議定書特別作業部会、AWG-LCA＝長期的協力特別作業部会


